
議案第56号

平成29年度守口市一般会計補正予算（第３号）

平成29年度守口市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160,571千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ65,758,457千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

平成29年９月14日提出

守口市長 西 端 勝 樹



第１表　歳入歳出予算補正

  歳    入 単位：千円

款 項

1 地方交付税 6,917,000 44,954 6,961,954

 1 地方交付税 6,917,000 44,954 6,961,954

2 国庫支出金 16,598,241 52,641 16,650,882

1 国庫補助金 2,276,536 52,641 2,329,177

3 府支出金 4,294,639 176 4,294,815

1 府補助金 856,023 176 856,199

4 市債 7,965,100 62,800 8,027,900

 1 市債 7,965,100 62,800 8,027,900

29,822,906 － 29,822,906

65,597,886 160,571 65,758,457

  歳    出 単位：千円

款 項

1 総務費 5,194,867 149,862 5,344,729

 1 総務管理費 4,324,454 149,862 4,474,316

2 民生費 35,134,582 10,709 35,145,291

 1 社会福祉費 12,453,980 38 12,454,018

 2 児童福祉費 11,489,468 10,671 11,500,139

25,268,437 － 25,268,437

65,597,886 160,571 65,758,457

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　に　係　る　額

歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　に　係　る　額

歳 出 合 計



 第２表　債務負担行為補正

 追加

事　　　　　　　　　　項

生活困窮者自立相談支援事業等業務委託事 業 千円

認 定 こ ど も 園 整 備 助 成 事 業 千円

 変更

期　　　間 期　　　間

電 子 計 算 機 及 び 事 務 機 器 等 借 上 事 業 平成34年度まで 223,499 千円 平成34年度まで 226,640 千円

期　　　　　間 限　　　度　　　額

平成32年度まで 151,931

平成30年度まで 222,463

補　　正　　前 補　　正　　後

限　度　額 限　度　額
事　　　　　　　　　　項



 第３表　地方債補正
 変更

起 債 の 目 的 限度額 起債の 資金 償還 据置 限度額 起債の 資金 償還 据置 償還
方  法 区分 利　率 償還方法 そ　　の　　他 方  法 区分 利率 その他

期間 期間 期間 期間 方法

千円 ％以内 年以内 年以内 千円 ％以内 年以内 年以内

7.0 

補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　前 補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

借　　　　　入　　　　　条　　　　　件 借　　入　　条　　件

地域コミュニティ拠点施設整備事業費債 277,000 20 3 317,400 

認 定 こ ど も 園 整 備 助 成 事 業 費 債 29,800 20 3 30,300 

公 共 施 設 等 除 却 特 例 債 147,300 10 1 169,200 
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　市財政その他の都合により、

償還期間及び措置期間を短縮

し、もしくは繰上償還をし、

又は借換えることができるも

のとし、借入先の融通条件が

あるときは、これに従うこと

ができる。

　なお、借入先の都合その他

により起債前借又は翌年度に

繰越して借入れることができ

る。
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